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豊田市教育特区 

 

 

都道府県名： 愛知県  

申請主体名： 豊田市 

区域の範囲： 豊田市の全域 

特区の概要： 当市人口は、都市部で増加する一方、山間部では減少して

いる。また、不登校など心理的な問題を抱える児童・生徒の

増加や、予測不能な社会を生き抜く力の育成に向けて、子ど

もたちが多様な進学先を選択できる環境を整備することが

重要となっている。 

株式会社が運営する通信制ルネサンス豊田高等学校を設

置することで、中学卒業後の進路の選択肢を増やすことがで

き、さらに廃校となった専門学校校舎を地域活動拠点や避難

所として活用することにより地域活性化、住民の安心安全に

つなげる。 

今回、本校移転を行うため、特区計画を変更する。 

適用される規制の

特例措置： 

816：学校設置会社による学校設置事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃校となった専門学校を活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクーリングにおける授業の様子 


